
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

2026 年 4 月 21 日 

ＳＷＳ東日本株式会社 

一関文化センター ネーミングライツ取得 

『ＳＷＳ東日本シビックホール一関』 

 

ＳＷＳ東日本は、一関文化センターのネーミングライツ契約を締結しました。 

新しい名称（愛称）は、「ＳＷＳ東日本シビックホール一関」です。名称にある「シビック」は、英語で「市民」

を意味しています。ＳＷＳ東日本は、一関市に本社を置き、自動車用構成部品を製造している会社です。この

名称には、地域のさらなる発展と、地域社会とのつながりを大切にしたいという思いを込めています。これからもこの

施設が、地域の皆様の交流の場として、幅広く活用されることを願っております。 

 

●名      称   ： ＳＷＳ東日本シビックホール一関 

●名称使用開始日 ： 2026 年５月１日～（５年間） 
 

   

 

 

＜一関文化センター＞ 

・所    在： 岩手県一関市大手町 2-16 （JR 一ノ関駅西口から徒歩約 5 分） 

・施設概要： 大ホール（1,205 席）、中ホール（470 席）ほか、地上 4 階、地下 1 階 

※ 市内の学校の吹奏楽部や合唱部、演劇部、文化サークルが定期演奏会などの場として利用、また年間数回

は有名アーティストのコンサートや講演が開催されています。 

 



 
 
 
 

 本件に関するお問い合わせ先：〒021-0822 岩手県一関市東台 50 番地 30 管理統轄部総務部 

TEL：0191-21-2185 FAX：0191-21-1723 
 

 

 

 
●主な施設 

 
 

 ＜ネーミングライツとは＞ 

  企業や団体が施設やイベント、プロジェクトなどに対して名称の命名権を取得する契約の事を指します。 

   

 



 
 
 
 

 本件に関するお問い合わせ先：〒021-0822 岩手県一関市東台 50 番地 30 管理統轄部総務部 

TEL：0191-21-2185 FAX：0191-21-1723 
 

 

●お問い合わせ先：  

   〒021-0822 岩手県一関市東台 50 番地 30 

   ＳＷＳ東日本株式会社 

管理統轄部 総務部 人事総務グループ 

(TEL) 0191-21-2185 

※施設に関する問合せ・予約等は一関文化センターへお問い合わせください。 
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